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忘れがちなお金回りのこと。
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Series 税チャンネル  市県民税の申告について

by 税務課・各支所地域振興課　本庁☎ 0986-76-8804　大隅☎ 099-482-5922　財部☎ 0986-72-0932

はい

いいえ

いいえ

はい

　平成31年１月１日現在で曽於市に住所のある方は、平成30年中の所得を市に申告する必要があります。
　市県民税申告は、平成 31 年度の市県民税のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料等の賦課資料になります。

スタート

はい

平成 31 年１月１日現在、曽於市に
住所を有していましたか？

平成 31 年１月１日現在、住所を
有していた市区町村で申告して
ください。

平成 30 年中に収入がありましたか？

税務署へ所得税の確定申告をしますか？

市内在住の方の扶養親族となっ
ていますか？

公的年金は遺族年金・障害年金
のみですか？ 公的年金の所得のみですか？

給与所得のほかに農業（家事消費
米含む）・営業・不動産・年金・報酬・
譲渡等の所得がありましたか？

給与を１カ所からのみ受給しており、
かつ、年末調整が済んでいますか？

扶養人数や生命保険料・社会保険
料等の控除に変更がありますか？

市
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

市県民税の申告が必要です

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

勤務先から市役所へ、給与支払
報告書が提出されていますか？

はいはい

いいえ

いいえ

はい

◎該当者は左のページへ

１月の納期について
□国民健康保険税  ８期　　□介護保険料 ８期　　□後期高齢医療保険料 ７期

※ 口座振替を利用されている方は、１月 31 日に振替えしますので残高のご確認をお
願いします。

Step1 申告が必要かどうかを確認
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◆　所得計算の流れ　◆
１　収入や経費の書類を準備
●収入の書類
　 売上・販売の明細書や帳簿
　通帳、出荷明細書・売却証明書　など

 ●経費の書類
　必要経費の領収書・帳簿・通帳　など

２　収入の計算
収入の書類から、収入金額を計算します。

●農業の場合
　作物ごとの合計額を計算します。
　成牛の出荷は、子牛と分けて計算します。
　※収入は消費税込みの金額です。

４　所得の計算
収入から経費を差引いて所得の計算をします。

収入－経費＝所得
●農業で牛の所得がある場合
　牛の所得を免税とするには、農作物と牛（免
税牛）で所得を分けて計算する必要があるた
め、次の２通りの計算で所得を計算します。
①農作物の収入－農作物の経費　 
②牛の収入－牛の経費
共通経費の取り扱いは？
　･･･ 共通経費は収入の割合に比例して割り   
          振ります。
　 転作補助金や小作料等の収入、子牛の共済

金等は農作物の収入に含まれます。

経費の項目

農業 営業 不動産
雇人費

小作料・賃借料
減価償却費
利子割引料
租税公課
種苗費
素畜費

肥料費
飼料費
農具費

農薬衛生費
諸材料費
修繕費

動力光熱費

作業用衣料費
農業共済掛金

荷造運賃手数料
土地改良費

委託料
雑費

給料賃金
外注工賃

減価償却費
貸倒金

地代家賃
借入金利息

租税公課
荷造運賃

水道光熱費
旅費交通費

通信費
宣伝広告費

租税公課
修繕費

減価償却費
借入金利息
損害保険料

雑費

※経費の項目ごとの計算は、必ず事前に済ませてください。

３　経費の計算
①経費を項目ごとに振り分けます。
②経費の項目ごとに合計額を計算します。
　※経費の項目は下表のとおりです。

●農業で牛の所得がある場合
①経費を次のとおりに分けます。
　・農作物の経費（牛以外の経費）
　・牛の経費
　・共通経費… 農作物 ･ 牛の両方で使用し、

分けることができない経費
②経費の項目ごとに合計額を計算します。

経費の項目ごとの計算は、
必ず事前に行ってください。

経費はこの項目ごとに整理して計算してください。

所得の申告は自主申告が基本です。
　農業や営業、不動産の所得がある方は、収入から必要経費を差し引く収支計算で所得を計算します。
　この計算を自分で行うことで、１年間の経営状況がわかり、効率的で経済的な経営に役立てるこ
とができます。必ず自分で計算をしましょう。所得計算の流れを参考にして、計算をしてください。

◆ 例年、事前に経費の計算を行わず、申告会場へ領収書等のみを持参される方がいます。そのまま
申告受付を行うと大変な時間を要し、並ばれている方の待ち時間も長くなってしまいます。その
ため、経費の計算がお済みでない方は、来場の順番にかかわらず、ご自身で経費項目ごとの合計
額の計算を済ませていただき、その後の受付とさせていただきます。

　スムーズな申告受付が行えますよう皆さんのご協力をお願いします。

◎申告場所については次のページへ

Step2 農業・営業・不動産の収支計算をする
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Series 税チャンネル  市県民税の申告について・続

by 税務課・各支所地域振興課　本庁☎ 0986-76-8804　大隅☎ 099-482-5922　財部☎ 0986-72-0932

申告開始は平成 31 年２月 12 日（火）からです
　２月 11 日以前の申告はお受けできません。受付日程を確認し、該当する会場で申告をしてくだ
さい。都合がつかない場合は他会場でも申告できます。なお、巡回申告受付期間中の本庁および各
支所での申告受付は、納税相談や各種証明書発行などのお客様を優先させていただくことになりま
す。そのため長時間お待ちいただく場合がありますので、極力、巡回申告会場での申告をお願いし
ます。

■ 市県民税巡回申告受付日程 ■ 受付時間  ◆ 午前  9:30 ～ 11:30   ◆ 午後  1:303:30

財
部
地
区

2 月 12 日 火

　財部中央公民館2 月 13 日 水

2 月 14 日 木

２月 15 日 金 　財部南地区公民館

２月 18 日 月
　北地区生活改善センター
　中谷地区公民館

２月 19 日 火 　宇都自治公民館

大
隅
地
区

2 月 20 日 水 　月野地区公民館

2 月 21 日 木
　大隅中央公民館

2 月 22 日 金

２月 25 日 月 　恒吉地区公民館

２月 26 日 火
　大隅南地区改善センター
　菅牟田環境改善センター

２月 27 日 水 　笠木高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

２月 28 日 木 　大隅北地区公民館

末
吉
地
区

３月  １日 金 　南部地区青少年館

３月  ４日 月 　末吉中央公民館

３月  ５日 火
　西部地区研修センター
　東部地区青少年館

３月  ６日 水
　北部地区青少年館
　高岡地区集会施設

３月  ７日 木 　檍地区青少年館

３月   ８日 金
　岩南地区研修センター
　柳迫地区研修センター

３月 11 日 月
　光神地区研修センター
　深川地区農業研修センター

３月 12 日 火 　諏訪地区農業研修センター

３月 13 日 水 　岩﨑地区農業研修センター

※ 混雑を避けるため、午前・午後の対象を自治会で振り分
けています。自治会回覧文書等でご確認ください。

※ 上記期間中は、本庁税務課・各支所税務係窓口での申告
は原則としてお受けできません。該当する会場で都合が
悪い場合は、上記いずれかの会場で申告してください。

◆次の方は、左記の日程で申告してください。
①  毎年、市役所・各支所で確定申告書を作成

される方
②  上記日程（巡回申告受付）で申告できなかっ

た方

  財部保健福祉センター ３月５日（火）・６日（水）

  大隅支所　１階 ３月７日（木）・８日（金）

  本庁　１階 ３月11日（月）・12日（火）

13日（水）
※今回から、財部地区の確定申告会場は財部保健福
祉センターになりましたので、ご注意ください。

Step3 会場で申告

ご不明な点は本庁税務課へお問い合わせください。☎ 0986-76-8804
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Series 国民年金 二
は た ち

十歳になったら年金手続きを！
by 市民課・各支所地域振興課　　本庁☎ 0986-76-8805　大隅☎ 099-482-5923　財部☎ 0986-72-0934

　　　　　  鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（はじめに音声ガイドが応答します）

期 　日 時　間 場　所 予約先
１月 10 日（木）

午前10時～午後3時
大隅支所別館 2 階大会議室 大隅支所　市民係　☎  099-482-5923

２月  ７日（木） 本庁（末吉）1 階会議室 本庁  国民年金係　☎  0986-76-8805

鹿屋年金事務所による移動相談 ※相談は無料ですが予約が必要です。枠に限りがありますので、
　早めにご予約ください。

※鹿屋や都城の年金事務所へ直接相談に行かれる方も、☎ 0570-05-1165 へ必ずご予約をお願いします。
※相談内容につきましては、年金請求についてのご相談を優先します。予めご了承ください。

新成人の皆さん、国民年金の手続きはお済みですか？
　国民年金は老後だけでなく、病気やケガなど、いざと
いう時の生活を「現役世代みんなで支えよう」という考
えで作られた制度です。
　20 歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きをし
ましょう。

加入手続きについて
　加入手続きの必要な方には、20 歳の誕生日が近づくと日本年金機構から封書が送られま
す。中に国民年金被保険者関係届書が入っていますので、必要事項を記入し、市役所国民年
金担当窓口、または鹿屋年金事務所へ提出してください。封書をなくされた場合も市役所で
手続きができます。
　手続き後、１カ月ほどで年金手帳が届きます。手帳には皆さんの年金記録を管理する基礎
年金番号が記載されており、就職や転職、退職など加入する年金が変わるときや、年金を請
求するときなど、一生涯必要となりますので、大切に保管してください。
※加入の手続きは、20歳の誕生日前日からの受付となります。
※ 20歳になる以前から、すでに厚生年金等に加入されている方は手続き不要です。

国民年金保険料について
　加入手続きをすると保険料の納付書が届きます。コンビニエンスストアや金融機関で納付
してください。なお、保険料は口座振替やクレジットカード払いも可能です。また、学生の
方や所得の少ない方など、保険料の納付が難しい場合は免除制度が利用できます。
　納付できないからと未納のままにせず、ぜひご相談ください。

「平成 30 年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されます
平成 30 年分公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構から今月発送されます。確定申
告等に必要な方は、お手続きまで大切に保管してください。
※万が一、紛失・破棄された場合は年金事務所から再度送付してもらうことができます。
年金事務所または市役所年金係までご相談ください。なお、申告時期は窓口や電話の
混雑が予想されますので、早めの確認をお願いします。




